
　深秋の候、皆様におかれましては、益々ご清祥の
こととお喜び申し上げます。
　また、日頃より、和光市駅北口土地区画整理事業
にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうござ
います。
　さて、今号では第１８回審議会の開催についてお知らせ
いたします。

和光市駅北口土地区画整理事業

区画整理だより　第29号
平成２４年１１月６日

１．日　時　平成２４年１１月１６日（金）午後２時００分から

２．場　所　駅北口土地区画整理事業事務所　会議室

３．議　題　損失補償基準（案）及び損失補償基準細則（案）

　　　　　　について【諮問】

　※　審議会の傍聴を希望する方は、当日会議開始３０分前

　　　から5分前まで受付をしますので、当事務所までお越

　　　しください。

　　　なお、傍聴希望者が定員（10名）を超えた場合には、

　　　抽選とします。

　駅北口土地区画整理審議会を下記の日程で行います。


